
『
三
大
尊
行
状

記
』

の
成
立

に
つ
い
て

(
伊

藤
)

『
三
大
尊
行
状
記
』
の
成

立
に

つ
い
て

伊

藤

秀

憲

一

は
じ
め
に

筆
者
は
既
に

『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
二
巻
第

一
号

(昭
和
五
八

年
二

一月
)
及
び

『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
四
二
号

(昭
和

五
九
年
三
月
)
に
お
い
て
、
「道
元
禅
師
の
在
宋
中
の
動
静
」
と
題
し
、

古
伝
に
基

づ
き
、
道
元
禅
師

の
中
国
に
お
け
る
動
静
に

つ
い
て
の
考
察

を
試
み
た
。
そ
こ
で
は
、
古
伝
を
で
き
得
る
限
り
正
確
に
読
み
と
る
努

力
を
し
た
が
、
そ
の
古
伝
自
体
、
成
立
に
ま
で
湖

っ
て
再
検
討
す
る
必

要
が
あ
る

こ
と
を
感
じ
た
。
本
稿
は
、
古
伝
中
最
も
古
く
、
且
つ
信
愚

性
が
あ
る
と
言

わ
れ
て

い
る

『
元
祖
孤
雲
徹
通
三
大
尊
行
状
記
』
(以

下

『行
状
記
』
と
略
す
)
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
と
す
る
も

の

で
あ
る
。

『
行
状
記
』
を
論
じ
た
も
の
と
し

て
は
、
東
隆
真
教
授

の

「
「行
業

記
」
と

「
行
状
記
」
-
「

行
状
記
」
の
作
者

・
成
立
年

代

の
推
定

-
」

(『
宗
学
研
究
』
第
六
号

昭
和
三
九
年
四
月
)
が
あ
る
。
『
行
状
記
』

に
は
、
そ

の
異
本
と
い
わ
れ
る

『永
平
寺
三
祖
行
業
記
』
(以
下

『行
業

記
』
と
略
す
)
が
あ
る
が
、
東
教
授
は

「
「行
業
記
」
よ
り
も

「
行
状
記
」

の
方
が
原
形
を
保
持
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

こ
の

「行
状
記
」

の
作

者
は
、
大
乗
寺
住
持
時
代
の
螢
山
禅
師
で
は
あ

る
ま
い
か
と
い
う
推
定

に
導
か
れ
た
」
(
一
〇

一
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
筆
者
は
、
『行
業

記
』
よ
り
も

『
行
状
記
』
の
方
が
原
形
を
保
持

し
て
い
る
と
い
う
説
に

は
全
く
賛
同
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
『
行
状
記
』
全
体
を
螢
山
禅
師
撰

述
と
推
定
す
る
点
に
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
を
感

じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
以
前
、
鏡
島
元
隆
博
士
よ
り
、
『
行
状
記
』
は
道
元
禅
師
の
嗣
法

の

弟
子
と
し
て
懐
斐

・
僧
海
・
詮
慧
の
三
人
を
あ
げ
る
が
、
義
介
の
『
御
遺

言
記
録
』
で
は
懐
斐

一
人
の
み
が
法
嗣
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、

義
介
の
弟
子
の
螢
山
禅
師
の
撰
述
と
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
と
い
う
御

教
示
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
よ
る
。
本
稿
も
こ
れ
に
示
唆
を
得
て
の
も

の
で
あ
、

義
介
・
懐
斐

・
道
元
伝
の
順
に
見
て
ゆ
く

こ
と
に
す
る
。

二

義

介

伝

『
行
状
記
』
の
義
介
伝
の
三
分
の

一
は
、
問
題
の

『
御
遺
言
記
録
』
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(『永
平
室
中
聞
書
』)
に
依

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い

(1
)

る
よ
う
に
、
義
介

(義
鑑
)
が
螢
山
禅
師
に
授
け
た

『
義
鑑
附
法
状
』

(『示
紹
理
長
老
』
)
の
記
述
と
も

一
致
し
て
お
り
、

そ
の
中
の

「
別
紙
」

と
は

『
御
遺
言
記
録
』
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
直
接

関
係
す
る
部
分

の
み
を
対
照
さ
せ
て
示
せ
ば
次

の
よ
う
で
あ
る
。

御

遺

言

記

録

A
建
長
五
年
四
月
廿
七

日
。

(中
略
)
御
尋
云
、
伝
授
菩

薩
戒
作

法
如
何
。

義
介
言
、
作

法
蛇
御
書
、

上
レ
堂
同
以
伝
レ
之
。

(
中
略
)

又
御

尋

云
、

林
際
下
仏

照
禅

師
嗣
書
、

故
堕
師
伝
二
授
之

一
否
。

又
禰

見
レ
之
乎
。

義

介
白
、

此
相
伝
不
レ
名
二
嗣
書

祖
師
相
伝
血
脈

云
云
。
義
介
拝

二見
之

幻

仰

云
、
其
云
二
嗣
書

一也
。

(下
略
)
(『
道
元
禅
師
全

集
』
下

四
九
六

四
九
七
頁
)

B
同
廿
八

日
、
義
介
帰
寺
参
拝
、

堂
頭
和
尚
示

云
、

(中
略
)
路

次

之

間

及
京
中
、
錐
二
随
身
之

可
7
然
、
寺
院

一
向
依
レ
無
二
可
レ
然
之
人

可
レ
為
二

今
度
留
守
殉
寺
院
事
等
、
入
レ
心
可
二
照
顧
叩
今
度
何
左
様
決
定
終
覚

也
。

縦
若
付
レ
滅
、

今
年
在
レ
京
欺
。

於
レ
寺

一
向
不
レ
可
レ
被
レ
思
二
他

人
寺

噛

可
レ
被
レ
思
二
我
寺

一也
。

当
寺
錐
レ
不
レ
充
二
子
職
納

度
度
勤
旧
也
。

万
事

相
計
可
レ被

レ
為
二
沙
汰

一也
。

当
時
者
依
二恩
恩

不
二
委
細

逐
自
レ
京

重
可
二申
付

脚事
多
。

若
又
今
度
存
命
下
向
之

時
、
我
秘
蔵
事
等
、
必
可
レ

教
レ
彌
。

(中
略
)

同
八
月

六

日
、

義

介

於
二
脇

本

御

旅

宿

一
賜
レ
暇

之

因
、

(中
略
)
和

尚
示
日
、

(中
略
)
但
我
思
二
寺
院

一故
、

留
二
置
禰

相

構
寺
院
能
能
可

二
照
顧

一也
。

汝
当
国
人
故
、
故
堕

師
弟
子
故
、

国
中
多

知
二
之
付
殉
付
二
内
外

一有
レ
存

二
子
細

一故
留
置

云

云
。

義
介

畏

承
レ
之
。

是
則
最
後
拝
顔
、
最
後
厳
命

也
。

尋
常
銘
レ
肝
不
レ
忘

也
。

(同

四
九
八

-
四
九
九
頁
)

義

鑑

附

法

状

建
長
五
年
夏
、
堕
公
嗣
書
相
伝
事
、
先

師
御
尋
時
、
当
家
嗣
書
事
委
示
レ
之
。

其
時
二
代
和
尚
同
座
証
知
。
別
紙
委
。

(『続
曹
全
』
室
中

四
三
七
a
)

又
同
秋
最
後
上
洛
之
剋
、
仰
二
付
永
平

寺
之
留
守
一時
、
蒙
二
種
種
契
約
殉
具
ニ

別
紙
幻
(同
四
三
七
a
)

三
大
尊
行
状
記

<義
介
伝
>

建
長
三
年
辛
亥
春
、

監
公

以
二
覚

曼

上

人
所
得
之
仏
照
禅
師
下

嗣

書

一
付

授
。

知
下
菩
提
勝
二
浄

明

心

一
不
中
従
レ
人

得
参

旨
。

虹
授
三
兀
和
尚
所
伝
菩
薩
戒
儀
式

(
『
曹
全
』
史
伝
上

二
六
b
)

思
二
吾
山

一而
可
二
護
惜

幻

縦

予

逝

去
、

守
二
寺
門

一而
勿
レ
令
二
廃
壊

故
監
公
当

国
名
人
、

汝
又

長

嫡
、

人

多

知
。

擁

二

護
当
山

須

レ
致
二
興
隆

(
同

一
七

a
)

『
三
大
尊
行
状

記
』

の
成
立

に
つ
い
て

(
伊

藤
)
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『
三
大
尊
行
状
記
』

の
成

立
に

つ
い
て

(
伊

藤
)

C
堂
頭
和
尚

(懐
斐
)
、嗣
書
虹
伝
袈
裟
事
、
示
二委
細
圏言
、
先
師
内
家
、

至
二此
事

能
如
者
只
我
一
人
而
已
、
余
人
如
総
無
一二

人
殉
(同

五

〇
〇
頁
)

先
師

(道
元
)
常
示
日
、
(中
略
)
所
レ謂
住
持
心
術
、
寺
院
作
法
、
乃
至

嗣
書
相
伝
次
第
、
授
菩
薩
戒
作
法
、
如
レ是
等
事
也
。
是
等
非
二伝
法
人
一

軌
不
レ伝
云
云
。然
如
レ是
等
事
、懐
漢
某
甲
一
人
伝
レ之
。
(同
五
〇
二
頁
)

相

二
承
作
法

一受

二
付
属

噛
先

師
門
人
中

独
二
代
而

已
。
見

二
別
紙
殉
(
同

四
三

七
b
)

師

(懐

婁
)
復

日
、

(
中
略
)

先

師

居

裏
、

仏
祖

室
中
、
有

二紹
嗣
底

事
刈
有
二

住
持
用
心

先
師
門

人
中
、

只
吾

一
人

伝
レ
之
。
今

欲
レ
与
二
授
汝
之

而
(
同

一

七
b
)

C
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
資
料
は
す
べ
て
、
懐
矣

の
み
が

道
元
禅
師

の
法
嗣
で
あ
つ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
点
に
は
注
意
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

更
に
、
次
に
示
す

よ
う

に
、
延
慶
二
年

(
二
二
〇
九
)
に
義
介
が
螢

山
禅
師
に
与
え
た

『
法
衣
相
伝
書
』
に
依

つ
て
も
義
介
伝
が
記
述
さ
れ

て
い
る
。

法

衣

相

伝

書

建
長
五
年
癸
丑
七
月
。
以
二永
平
之
住
持
職
一被
レ
付
二
二
代
和
尚
一時
、
以
二
此

袈
裟
一同
付
二嘱
二
代
和
尚
殉
然
間
住
持
十
八
年
之
間
、
上
堂
布
薩
等
、
著
二用

a

b

此
法
衣
幻
凡
滅
後
廿
八
年
、
暫
時
無
二離
レ衣
宿

護
持
頂
戴
。
最
後
病
中
弘

(
2
)

安
三
年
戊
寅
八
月
十
五
日
、
召
二義
介

示
云
。
公
者
懐
婁
長
嫡
也
、
此
法
衣

者
、
先
師
与
二住
持
職
一付
嘱
袈
裟
也
。
於
レ身
最
尊
重
重
宝
也
。
然
者
法
嗣

c

錐
二人
多

公
者
依
二
長
嫡
一即
欲
二
付
授
殉
干
レ
時
義
介
三
拝
而
伝
領
。
則
後
十

(
3
)

六
年
頂
二
戴
之

一
護
持
来
。

永
仁

二
年

乙
未

正
月
十
四

日
、
附
二
法
紹
理

一時
、

以
二此
法
衣

一同
伝
授
。

(『
曹
全
』
宗
源
下

五
四
五

a
-
b
)

三

大

尊

行

状

記

<義

介
伝

>

わ

突
師
最
後
八
月
十
五

日
、
属
レ
師

日
。
公
者
余
長
嫡
也
。
先

師
開

闘
和
尚
也
、

a

(1)

与
ニ
住
持
職

付
与
有

袈

裟
幻
滅
後

二
十

八
年
頂
戴
、

一
日

之

不
レ
離
レ
身
、

一
生
已
護
持
。

今
付
二
与
公

一
衣
法
同
伝
。

来
際
弘
通
勿
レ
令
二
断
絶
殉

乃
至
後

c

(2)

(3
)

事
又
可
二
照
顧
幻
師
受
二
遺
命

至
三
十
七
年
。

報
思
磐
重
。

(『
曹
全
』
史
伝

h

一
八

a
-
b
)
(1
)二

一
(業
)

(2)
子
-
十
(業
)

『
義
鑑
附
法
状
』

の

「
別
紙
」
が

『
御
遺
言
記
録
』
を
指
し
て
い
る

ど
い
う
こ
ど
は
、
『
御
遺
言
記
録
』
は
螢
山
禅
師
の
手
許

に
あ

つ
た

こ

ど
を
示
し
て

い
る
。

『
義
鑑
附
法
状
』
『法
衣
相
伝
書
』
は
間
接
的

で

は
あ
る
が
嗣
法
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
『
御
遺
言
記
録
』

の
後
半
部

分
は
、
室
内
嗣
法
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
ど
い
う
こ
ど
か
ら
し
て
、

こ

れ
ら
の
資
料
は
決
し
て
公
開
の
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、

こ
れ
ら
の
資
料

を
使

つ
て
義
介
伝
を
表
わ
し
得
た
の
は
、
螢
山
禅
師
以
外
に
は
な
か
つ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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ま
た
、

義
介
伝
の
終
り
の
部
分
は
、
螢
山
禅
師
に
よ
る

『
徹
通
義
介

禅
師
喪
記
』
及
び

『
洞
谷
記
』
収
録

の

「洞
谷
伝
燈
院
五
老
悟
則
井
行

業
略
記
」
(以
下

「行
業
略
記
」
と
略
す
)
の
義
介
伝
の
記
述
と
、
次
の
よ

う
に
、
そ
の
内
容
を
ほ
ぼ

一
に
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
義
介
伝
は
螢
山
禅
師
撰
述
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

徹

通

義

介

禅

師

喪

記

永
仁
元
年
妃
、
当
寺
開
山
。
永
仁
六
年
戯
、
告
レ退

奄
居
十
二
年
。
今
忽
延
慶
二
年
配
九
月
十
四
日
繊
、

坐
化
、
般
就
跡
。
(『続
曹
全
』
清
規

六
b
)

延
慶
二
年
配
。
(申
略
)
同
十
四
日
亥
時
、
召
二
往

持
一日
、
終
焉
時
至
。
住
持
白
云
、
逝
偶
。
縷
書
二

二
字
一書
不
レ正
。
住
持
問
云
、次
字
什
慶
。
答
云
、

顛
。
即
課
日
、
手
振
不
レ
成
レ
字
、
公
代
可
レ
書
。

承
書
レ
之
。
自
二
八
字
一至
レ
円
十
四
字
。
七
顛
八

倒
、
九
十

一
年
。
藍
花
帯
レ雪
、
午
夜
月
円
。
書
レ

偶
了
、
於
二
客
殿
一坐
二椅
子

著
二
衣
綴
等
噛
如
レ

常
坐
化
。
(同

一
も
)

三

大

尊

行

状

記

〈義
介
伝
〉

隠
居
独
蕎
経
二
十
年

叫
延
慶

二
年

己
酉

八
月

二
十

四

日
示
レ
疾
。

(中
略
)

九
月

(
中
略
)
至
二
十
四

日

索
レ
筆
書
二
両

字
納
課

二
当
住
紹

瑛

一
日
、
為
レ

我
書
レ
之
。

老
病
逼

切
不
レ
得

二
自
書

殉
即

日
、
七

顛
八
倒
、

九
十

一
年
。

藍
花
覆

レ雪
、

午
夜
月

円
。

暫
在
而
逝
。

閲

世
九
十
有

一
。
坐
夏

七
十
有

八
。

建
二
塔
於
寺
之
西
北
隅

称
二
定
光
院

(『
曹
全
』

史
伝

上

一
九

a
)

洞

谷

記

<義
介
伝
>

退
居
十
年
。

延

慶

己

酉
、
九
月
十
四

日
、
索
レ
筆

書
二
両
字

課

二
螢

山

一
日
、
老
病
逼
迫
、

不
レ
得
二

自
書
殉
為
レ
我
書

レ之
。

即
日
、

七
顛

八
倒
、

九
十

一
年
。

藍
華
帯

レ
雪
、

午
夜
月

円
。
暫

在

逝
。

閲

世
九
十

一
年
。

坐
夏

七
十
八
。
建
二
塔

大

乗

之

西

北
之
隅

名
二定

光
院
柏

(『
曹

全
』
宗

源

下

五

一
五
b
)

三

懐

奨

伝

道
元
伝
中
に
も
懐
斐
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
が
あ
る
か
ら
、
懐
斐
伝

と
対
応
す

る
箇
所
を
並
記
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

(膨
力
)

最
初
度
二懐
婁
輔
授
二
戒
法

以
下
達
磨
授
二
恵
可
一儀
加
即

一
山
乃
之
上
首
。

普
二
諸
人
之
教
授
殉
錐
三
得
法
人
多

突
公
僧
海
詮
恵
三
輩
是
法
嗣
也
。
(道

元
伝

『曹
全
』
史
伝
上

二
二
b
)

文
暦
元
年
甲
午
冬
、
参
二深
草
一改
レ衣
。
次
年
八
月
十
五
日
、
伝
二授
仏
祖
正

伝
戒
法
噛
達
磨
授
二二
祖
一儀
也

(中
略
)
僧
海
詮
恵
等
深
草
諸
衆
、
尽
以
レ

師
為
二教
授
閣
梨

一
会
土
足
也
。
(懐
斐
伝

同

一
四
b
)

道
元
伝
で
は
、
道
元
禅
師
は
最
初
に
懐
斐
を
度
し
て
戒
法
を
授
け
た

こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
懐
斐
は

一
会

の
上
首
で
あ

る
と
す
る
が
、
懐
桀
伝

は
、
ま
さ
に
こ
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

次
に
道
元
伝
で
は
、
懐
婁
は
普
く
諸
人
の
教
授
阿
閣
梨
で
あ
り
、
懐

『
三
大
尊
行
状
記
』

の
成

立
に

つ
い
て

(
伊

藤
)
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『
三
大
尊
行
状
記
』

の
成
立
に

つ
い
て

(
伊

藤
)

斐

・
僧
海

・
詮
慧
の
三
人
が
法
嗣
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、

懐
婁
伝
で
は
、
道
元
伝
の

「
諸
人
」
を

「
僧
海

・
詮
恵
等
深
草
諸
衆
」

と
し
、
懐
癸
が
僧
海

・
詮
慧
等
の
教
授
阿
闇
梨
で
あ

っ
た
と
し
て
、
彼

ら
よ
り
も
上
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
「
一
会

の
上

首
」
二

会

の
上
足
」
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
そ
の
意
味
を
含

ん
で
い

る
と
言
え

る
が
、
あ
え
て
僧
海

・
詮
慧
の
名
を
出
し
な
が
ら
、
彼
ら
が

道
元
禅
師

の
法
嗣
で
あ
る
こ
と
を
記
さ
な
い
と
こ
ろ
に
懐
斐
伝

の
作
者

の
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

師
資
勝
強
之
有
徳
、
永
平
門
下
只
師
独
而
耳
。
(『曹
全
』
史
伝
上

一
五
a
)

と
い
う
記
述

へ
と
展
開
し
て
い
く

の
で
あ

る
。
「師
勝
資
強
」
は
、
懐

突
が
道
元
禅
師
の
法
を
嗣
ぐ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
人
物
は
、
永
平
門
下
で
は
懐
斐
た
だ

一
人
の
み

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
『御
遺
言
記
録
』
が
道
元
禅
師

の
法
嗣

は
懐

婁
の
み
で
あ
る
と
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
懐
斐
伝
は

『
御
遺
言
記
録
』
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を

受
け
て
い
る
か
ら
、

そ
の
作
者
は
法
嗣
の
義
介
か
と
い
う
と
そ
う
で
は

な
い
。

介
公
継
二本
寺
第
三
祖
位
殉
晩
年
開
二闇
賀
州
大
乗
寺
幻
(『曹
全
』
史
伝
上

一
六
a
)

と
あ
る
。
「
介
公
」
と
義
介
に
対
し
て
尊
称
を
用

い
て
お
り
、
し
か
も
、

晩
年
に
大
乗
寺
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
義
介
示
寂
後
に
懐
婁
伝
は

作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
と
い
う
こ
と

は
、
懐
斐
伝
も
義
介
伝
と
同
様

に
、
『御
遺
言
記
録
』

の
撰
述
趣
旨
を

理
解
し
て
記
述
し
得
た
人
物
、
即
ち
螢
山
禅
師
に
よ
る
も
の
と
見
て
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

道

元

伝

始
め
の
部
分
を
見
て
み
る
と
、
こ
こ
で
は
そ

の
対
照
を
記
す
こ
と
を

省
略
す
る
が
、
『
洞
谷
記
』
(「行
業
略
記
」
)
『
伝
光
録
』
と
は
非
常

に

密
接
な
関
係
に
あ
る
。
筆
者
は
、
道
元
伝
は

『
伝
光
録
』
の
提
唱
が
始

ま
っ
た

二
二
〇
〇
年
よ
り
も
以
前
に
成
立
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
そ
れ
は
、
『
伝
光
録
』
が
提
唱
と
い
う
性
格
か
ら
か
、
『
行
状

記
』
に
依
り

つ
つ
も
、
更
に
詳
し
く
説
き
示
そ
う
と
し
て
附
加
し
た
部

分
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

東
教
授

は
、
『
行
状
記
』
が
道
元
禅
師
を

「
洞
山
高
祖

一
十
三
世
之

祖
師
、
釈
迦
牟
尼
如
来
五
十

一
代
古
仏
」
(『曹
全
』
史
伝
上

一
三
b
)

と
す
る
説
は
、
「
螢
山
禅
師

の

「
伝
光
録
」
や

「
洞
谷
記
」
と
全
く

同

様
の
見
解
で
あ
る
か
ら
、
「行
状
記
」
の
記
載
は
螢
山
禅
師

に
よ
る
も

の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
」
(前
掲
論
文

一
〇
三
頁
)
と
し

て
、
世
代

の
教
え
方
を
螢
山
禅
師
撰
述
の
一
つ
の
根
拠
と
さ
れ
る
が
、
首
唱
者
を

省
い
て
数
え
る
世
代
の
数
え
方
は
、
螢
山
禅
師
独
自

の
も

の
で
は
な

く
、
中
世
古
祥
道
氏
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
曹
洞
宗
に
お
い
て

は
、
道
元
禅
師
よ
り

一
五
世
紀
の
初
頭
ま
で
行

な
わ
れ
て
来
た
も
の
で

あ
る
か
ら

(「道
元
禅
師
実
父
研
究
上
の
一
資
料
-
わ

が
国
古
来
の
世
代
の
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数
え
方
に
つ
い
て
-
」
、

『宗
学
研
究
』
第
三
三
号

昭
和
五
六
年
三
月
、
三

七
-
三
九
頁
)
、
螢
山
禅
師
撰
述
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。

む
し
ろ
大
き
な
問
題
が
あ

る
。
そ

れ
は
、
道
元
伝

の
終

り
の
部
分

に
、
『
行
状
記
』
で
は

「
僧
騰
三
十
有
七
」
(『
曹
全
』
史
伝
上

一
四
a
)

と
し
、
『
洞

谷
記
』
で
は

「
坐
夏

四
十

一
」
(『曹
全
』
宗
源
下

五
一
四

b
)
と
し
て
い
る
点

で
あ

る
。
『
洞
谷
記
』
が

「
四
十

一
」
と
す

る

の

は
、

一
四
歳
の
時
、
延
暦
寺
戒
壇
院
に
て
菩
薩
戒
を
受
け
て
比
丘
と
な

っ
た
年
よ
り
数
え
た
の
で
あ

る
が
、
『
行
状
記
』
の

「
三
十
七
」
は
、

一
八
歳

の
年
、
延
暦
寺
を
離
れ
て
建
仁
寺
の
明
全
の
も
と
に
投
じ
た
年

か
ら
で
あ
り
、
明
ら
か
に
そ
の
数
え
始
め
る
基
点
が
異
な

っ
て
お
り
、

同

一
の
作
者
と
は
考
え
難

い
。
懐
突

・
義
介
伝

に
お
け

る
僧
膓

(
坐

夏
)
の
数
え
方
は

『
洞
谷
記
』
の
数
え
方
に
同

じ
で
あ

っ
て
、
『行
状

記
』
の
道
元
伝
の
み
が
異
な
り
、
僧
膓

の
数
え
方
と
し
て
は
誤
り
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
行
状
記
』
の
道
元
伝

は
螢
山
禅
師
以
外

の
者

に
ょ

っ
て
著
わ
さ
れ
、
『
行
状
記
』
の
懐
斐

・
義
介
伝
及
び

『
洞
谷
記
』

以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う

更
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
道
元
伝
で
は
道
元
禅
師
の
法
嗣
と

し
て
懐
斐

・
僧
海
・

詮
慧
の
三
人
を
あ
げ
て
お
り
、
懐
奨
の
み
と
す
る

『
御
遺
言
記
録
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
懐
斐

・
義
介
伝
の
作
者
と
は

異
な
る
と
言
え
よ
う
。
道
元
伝
は

『
御
遺
言
記
録
』
の
影
響
を
全
く
受

け
て
お
ら
ず
、
明
ら
か
な
も
の
と
し
て
は
、
『
正
法
眼
蔵
』
『如
浄
録
』

『
宝
慶
記
』
に
よ

っ
て
お
り
、

そ
れ
に
、
現
存
し
な
い
が
当
時
存
し
た

資
料
、
或
い
は
信
頼
で
き
る
伝
承
を
も
と
に
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。以

上
の
よ
う
に
、
筆
者
は
、
道
元
伝
が
他
の
二
伝
よ
り
も
そ
の
成
立

は
古
い
と
見
る
の
で
あ
る
。
『
行
状
記
』
の
各
伝

の
始
め
と
終

り
は
、

越
州
吉
祥
山
永
平
開
關
道
元
和
尚
大
禅
師
行
状
記

永
平
開
山
行
状
記
終

永
平
二
代
懐
英
和
尚
行
状
記

「永
平
二
代
懐
婁
和
尚
行
状
記
終

大
乗
開
山
義
介
和
尚
行
状
記

大
乗
開
山
行
状
記
終

と
な

っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
成
立
し

て
い
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
る
。

ま
た
、
『
行
業
記
』
の
異
本
と
考
え

ら
れ
る
総
持
寺
別
院
門
前
町
小

(
4
)

間
廉
氏
所
蔵
本
は
、
表
題
と
し

て
は

『
行
状
記
』
の
異
本
名

で
あ
る

『
永
平
寺
三
祖
行
業
記
』
と
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
内
容
は
、
道
元
伝

は

『
行
業
記
』
の
道
元
伝
に
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
懐
斐

・
義
介
伝
は

『
洞
谷
記
』
(「
行
業
略
記
」)
の
そ
れ
ぞ
れ
で
あ

り
、
そ
の
奥
書

の
成

立
を
示
す
年
代

は
、
「行
業
略
記
」
の
奥
書

の

「
干
時
元
亨
三
年
癸
亥

九
月
十
三
日
」
に
同
じ
で
あ
る
。
道
元
伝
の
み
が

『行
業
記
』
に
依

っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
は
独
立
し
て
存

在
又
は
伝
写
さ
れ
た
こ

と
も
あ

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
と
言
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
、
そ
の
作
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
二
祖

の
懐
斐
か
と
い
う
と
そ

『
三
大
尊
行
状
記
』

の
成
立

に
つ
い
て

(
伊

藤
)
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『
三
大
尊
行
状
記
』

の
成
立

に
つ
い
て

(
伊

藤
)

う
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
三
人
の
法
嗣
を
あ
げ
る
場
合
、
懐
斐
の

み
を

「
斐
公
」
と
尊
称
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
異
本
の

『
行
業
記
』
も
同
じ
で
あ
り
、
両
本
が
い
つ
分
か
れ
て
伝
写
さ
れ
る
に

至

っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
伝
わ
る
途
中
に
お
い
て
後
世
の
者
が
改

め
た
と
い
う
よ
り
は
、
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
に
尊
称
が
用
い
ら
れ
て
い

た
と
考
え
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

懐
突
で
は
な
い
と
す
る
と
作
者
は
誰
な

の
か
。
「
越
州
吉
祥
山
永
平

開
關
道
元
和
尚
大
禅
師
行
状
記
」
の
次

に

「門

人

集
記
」
と
あ

る

が
、

こ
れ
は

『
行
状
記
』
全
体
の
作
者
を
表
わ
す
の
で
は
く
、
道
元
伝

の
み
に
限
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
こ
と
か
ら

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
道
元
伝
は
禅
師
の
門
人
に
よ

っ
て
作
ら
れ

た
の
で
あ

る
。

と
こ
ろ
で
、
『
御
遺
言
記
録
』
の
初
頭
の

「建
長
五
年
四
月
廿
七
日
」

ノ

シ

ニ

ス
ガ

ヲ

の
下
に

「
先
師
記
録
、
如
二別
紙
記
7
之
」
と
あ
る
が
、
先
師
と
は
、
『
御

遺
言
記
録
』
で
は
道
元
禅
師
を
指
し
て
お
り
、
「先
師
の
記
録
」
と
は
、

道
元
禅
師

に
関
す
る
記
録
で
あ
り
、
『
行
状
記
』
の
道
元
伝
を
指

す

の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
道
元
禅
師
の
義
介

へ
の
御
遺
言
を
こ
こ
に
記

す
の
で
あ

っ
て
、
禅
師
に
関
す
る
記
録
、
即
ち
伝
記
は
別
紙
に
記
し
て

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
別
紙
に
記
し
た
先
師
の
記
録
を

『
行
状

記
』
と
す
れ
ば
、
『
御
遺
言
記
録
』
が
成
立
し
て
い
た
時
点

に
は
、
既

に
道
元
伝

は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
『
御
遺
言
記
録
』

の
成
立
は
い
つ
か
と
い
う

と
、
そ

の
記

録
は
建
長
五
年

(
二
一五
三
)
四
月
二
七
日
か
ら

同
七
年

(
二

一五
五
)

二
月

一
四
日
ま
で
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
建
長
七
年
に
成
立
し
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
石
川
力
山
助
教
授

に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

(
1
)

る
よ
う
に
、

こ
の
記
録
は
道
元
禅
師
の
遺
言
に
仮
託
し
て
創
作
さ
れ
た

部
分
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者

は
、
更
に
次
の
点
も
指

セ
ン
ニ

摘
し
て
お
き
た

い
。
『
御
遺
言
記
録
』
で
道
元
禅
師
が

「庵
居
寓
住
、

シ

ス

ガ

ニ

可
レ
任
ニ
汝
意
こ

と
述
べ
ら
れ
、
『行
状
記
』

の
義
介
伝
に

「
山
中
何
処

モ

シ

ゲ

之
蕎
居
無
レ
妨
」
と
あ
る
の
は
、

こ
れ
は
義
介
が
永
平
寺
を
退
院

し
た

後
、

山
下
の
養
母
堂
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
道
元
禅
師

の
こ
と
ば
に
託
し
て
正
統
化
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
『
御
遺
言

記
録
』
は
、
永
平
寺
退
院
後
の
成
立
で
あ
ろ
う

と
推
測
す

る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
道
元
伝
の
成
立
は
そ
れ
以
前

で
あ

る
。

ノ

ハ

シ

ニ

ス
ガ

ヲ

ま
た
、
『
御
遺
言
記
録
』
の

「
先
師
記
録
、
如
二
別
紙
記
ワ
之
」
と
い

う
記
述

は
、
義
介
が
奎
山
禅
師

に
与
え
た

『
義
鑑
附
法
状
』
に
お

い

ニ

ス

ス

ニ

て
、
「
別
紙
委
」
「具
ニ
別
紙
一」
等
の

「
別
紙
」
が
義
介

の

『
御
遺
言
記

録
』
を
指
し
た
表
現
と
相
通
じ
る
の
で
は
な

い

で
あ

ろ
う
か
。

そ
う

ノ

ハ

シ

ニ

ス
ガ

ヲ

見
て
く
る
と
、
「
先
師
記
録
、

如
二別
紙
記

之
」

と
い
う

の
は
、
単

に

『
御
遺
言
記
録
』
以
前
に
禅
師
の
伝
記
が
成
立
し
て
い
た
と
い
う
よ
り

は
、
別
紙
に
義
介
自
身
が
記
し
た
と
言

っ
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
と
る

こ
と
が
で
き
る
。
義
介
が
、
道
元
禅
師
の
法
嗣
は
懐
突

の
み
で
あ
り
、

道
元

懐
斐
-
義

介
の
正
統
な
る
こ
と
を
主
張

す
る
必
要
が
生
じ
る
の

(5
)

は
、
永
平
寺
住
持
中
か
退
院
以
後
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
、
道
元
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伝

の
成

立

は
、

禅

師

示

寂

後

間

も

な

く

か
、

義

介

の
永

平

寺

住
持

以
前

と

す

れ
ば
、

義

介

撰

述

も

考

え

ら

れ

得

る

の

で

は
な

か

ろ

う

か
。

五

お

わ

り

に

い
ず

れ

に

し

て

も
、

『
行

状

記

』

の
道

元
伝

は
、

螢

山

禅

師
撰

述

で

は
な

く
、

他

の

二
伝

よ

り

も

以
前

に

成

立

し
、

そ

れ

が

『
御

遺

言

記

録

』

と

と
も

に
螢

山

禅

師

に
伝

え

ら

れ
、

『
伝

光

録

』

の

提

唱

の

際

に

用

い
ら

れ
、
更

に

懐

斐

・
義

介

伝

が

著

わ

さ

れ

て
、

『
洞

谷

記

』

の

「
行

業

略
記

」

の
成

立

へ
と

つ
な

が

る

と
推

測

す

る

の

で
あ

る
。

1

岸

沢
惟
安

「
高
祖
大
師
御
遺
言
記

に
つ
い
て
」
(
『
道
元
禅

師
研
究
』
道

元
禅
師
鑛
仰
会
、

昭
和

一
六
年
)
。
石
川
力
山

「
道
元
禅
師

滅

後

の

永
平

寺
僧
団
に

つ
い
て
-
『

御
遺
言
記
録
』

の
史
料
価
値
-
」

(『
懐
婁
禅

師
研

究
』
大
本
山
永
平
寺
祖

山
傘
松
会
、

昭
和

五
六
年

一
○

月
)

2

弘
安

三
年

(
一
二
八
〇
)

は
庚
辰

で
あ

つ
て
戊
寅

で
は
な
い
。
戊

寅
は

弘
安
元
年

で
あ

る
。
道
元
禅
師
滅

(
二

一五
三
)
後

二
八
年

は
弘
安

三
年

で
あ
る
か
ら
干
支

は
誤

り
で
あ

る
。
ま
た

『
行
業
記
』

の
滅
後

「
一
十

八

年
」

は

「
二
十

八
年
」

の
誤
り

で
あ

る
。

3

弘
安
三
年
よ
り

一
六
年
後

は
永
仁
三
年

(
二

一九

五
)

乙
未

で
あ
り
、

二
年

と
あ

る
の
は
誤
り

で
あ

る
。
『
行
状
記
』

の

「
干
七
年
」

は
、
『
行
業

記
』

の
よ
う

に

「
十
七
年
」
を
表
わ
す

「
一
十
七
年
」

の
誤
記

と
思

わ
れ

る
が
、

一
七
年

と
す

る
の
は
、
弘
安
元
年

か
ら
永
仁
二
年

ま
で
の
間

を
数

え
た
も
の
で
あ

ろ
う

か
。
『
法
衣
相
伝
書
』

に
記
さ
れ
た
年

と
干
支

の
不

一
致

か
ら
来

た
混
乱

で
あ

ろ
う
。

4

東
隆
真

「
小
間
所
蔵
氏

『
永
平
寺
三
祖
行
業
記
』

の
紹
介
」

(『
宗
学
研
究
』
第

二
七
号

昭
和
六
〇
年
三
月
)

5

『
御
遺
言
記
録
』

に
お

い
て
、
義

介
が

(
懐
婁

の
こ
と
ば
と
し
て
で
は

あ

る
が
)
、
道
元
禅
師

の
法
嗣

は
懐
装

一
人

の
み
で
あ

る
こ

と
を
圭

張

し

な
く

て
は
な

ら
な
か

っ
た

の
は
、
何
故

で
あ

ろ

う

か
。
『
行
状
記
』

の
道

元
伝

で
は
、

懐
斐

・
僧
海

・
詮
慧

の
三
人

を
法
嗣

と
し
て
あ
げ

る
が
、
僧

海

は
興
聖
寺
時
代

に
示
寂

し
て
い
る
か
ら
、

こ
の
主
張

は
、
残

る
詮
慧

を

法
嗣
か
ら
除
く

こ
と
を
意

図
し
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

ま
た
、
義
介

が
螢
山
禅
師

に
与

え
た

『
義
鑑
附
法
状
』

に
お
い
て
、

抑
二
代
相
承
、

以
二
師
嗣
書

一
被
レ
付
事
、

先
躍
所
レ
引
、

在
二
口
伝

相

承
作
法
受
二
付
属

先
師
門

人
中

独
二
代
而

已
。
見
二
別
紙
殉
然
或
家
於
二

二
代

一
有
レ
致
二
疑
諺

一
聞
レ
之
。
努
力
不
レ
可
レ
信
レ
之
。

仏
祖
伝
来

之
古

法
、

量
可
レ
構
二
謀
計
今
案

一
乎
。

聖
眼
照
覧
。

古
今
無
レ
私
。

於
二
相
伝

事

一致
二
疑
読

一者
、

必
招
二
罪
業

幻
可
レ
怖
レ
之
、

可
レ
怖
レ
之
。

(
『
続
曹

全
』

室
中

四
三
七
b
)

と
あ
る

の
は
、

懐
婁

の
嗣
法
、

嗣
書

の
相
伝

(
つ
ま
り
、

ひ
い
て
は
、
義

介

の
洞

済
重
嗣
、

即

ち
日
本
達
磨
宗

の
懐
鑑

の
法

と
、
道
元
禅
師
下

の
懐

婁

の
法
を
嗣

い
で
い
る
こ
と
)

の
こ
と
に
つ
い
の
批
判
が
あ

っ
た

こ
と
を

物
語

っ
て

い
る

(
東
隆
真

『
『
三
代
嗣
法
書
』
解
説
』
大
乗
寺
、

昭

和

五

七
年

一
〇
月
、

一
一
-
二

二
頁
)
。
こ
れ
に
、
詮
慧

・
経
豪
師

資

に

よ

る

『
正
法
眼
蔵
抄
』

に
、
達
磨
宗
批
判

が
あ

る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ

る
と
、

永
平

寺
を
離
れ
、

禅
師

の
茶
毘
地

に
永
興
寺
を
開

い
た
詮
慧

・
経
豪

ら
の

グ

ル
ー
プ

は
、

日
本
達
磨
宗

の
法
統
を
伝
持
し
な
が
ら
道
元
禅
師

の
法
統

を
相
続

し
て
永

平
寺
第
三
代

と
な

っ
た
義
介

に
対
し
、

ま
た
そ
れ

を
認

め

た
第

二
代

の
懐

婁

に
対
し

て
批
判
的

で
は
な
か

っ
た

で
あ
ろ
う
か
。

そ
の

よ
う
な
批
判

に
、

義
介

は
懐
突

の
み
が
道
元
禅
師

の
法
嗣

で
あ
り
、

そ
れ

を
嗣

い
だ
の
が
自
分

で
あ

る
こ
と
、

つ
ま
り
、

永
平
寺
第
三
代

で
あ

る
こ

と
の
正
統
性

を
主
張
し
よ
う

と
し
た
と
見
る

こ
と
も
で
き
る

の
で

は
な
か

ろ
う
か
。

(
一
九
八
五

・
八

・
一
九
)

(
駒
沢
大
学
助
教

授
)

『
三
大
尊
行
状
記
』

の
成
立
に

つ
い
て

(
伊

藤
)
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